
病害虫被害の軽減、農作業の省力化と良質米の生産のため、産業用無人

ヘリコプターによる航空防除を実施します。使用薬剤は、農薬安全使用基準で

定められた薬剤を使用します。

散布は午前 4時 30 分頃から正午頃まで行いますが、雨天や強風の場合は、予定が順延や変更

などになります。詳しくは、いばらき広域農業共済組合のホームページをご覧ください。

ご理解ご協力をお願いします。

※令和 4年度から岩間地区は実施していません。また、上の期間中に笠間地区の上加賀田は散布

しません。そのほか、部分的に除外している地区がありますので、お問い合わせください。

使用薬剤

安全対策

・散布当日の朝は、散布区域内での散歩や農道などの通行をできるだけ避けてください。

・通常の散布では人体に特に影響はありませんが、人体に薬剤がかかった場合は速やかに石鹸な

どで洗い流してください。

・散布区域内の水田やその周辺の雑草などに立ち入らないようご留意ください。

危被害防止対策

・井戸、庭池、畜舎、鶏舎、蚕室、屋外の石材加工製品などには覆いをしてください。
さんしつ

・散布区域内の野菜の収穫、牧草などの使用は、散布後 10日以上経過してからにしてください。

・散布区域内水田周辺の自動車などの駐車は避けてください。やむを得ない場合はシートカバー

をお渡ししますので、事前にご連絡ください。

・散布終了後は 7日間程度、周辺水系の環境保全のため水田の止水に努めてください。

⑧ 水田航空防除(無人ヘリ)を実施します
問 いばらき広域農業共済組合 笠間支所 ℡ 0296-72-7321

HP https://www.ibaraki-nosai.or.jp/

予定日 地区 散布区域

7 月 24 日（木）

笠間

本戸、来栖、飯合（飯塚除く）、北吉原、南吉原、下市毛、石井、稲田（大古

山・森川東側）

7 月 25 日（金）

手越、逆川、片庭、大郷戸、石井、日草場、広谷原、馬廻、飯田、箱田、寺

崎、日沢、石寺、金井、大渕、新堤、飯合（飯塚）、稲田（大古山・森川東側

除く）、福原

7 月 26 日（土）
大橋、池野辺、福田

友部

市原、滝川、小原、 五平、鴻巣、南友部、八反山、星山

7 月 27 日（日）
橋爪、旧陣屋、大田町の一部（水戸線南側）、大沢、柿橋、住吉大沢、湯

崎、住吉、柏井、仁古田、長兎路 、随分附の一部

薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名

アミスタートレボン SE
いもち病 紋枯病

カメムシ類
8倍

アゾキシストロビン…8.0％

エトフェンプロックス…10.0％

詳しくはこちら
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防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。

防災行政無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131

https://www.ibaraki-nosai.or.jp/

